
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（国土交通省） 

制 度 名 
独立行政法人海上災害防止センターの組織形態見直しに係る非課税

措置の創設 

税 目 登録免許税 

１ 独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月２４日閣議決

定）において、海上災害防止センター（以下「センター」とい

う。）の組織形態の見直しが決定された。【別紙参照】 

※ 移行後の組織形態としては、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律（平成１８年法律第４８号）に基づく一般財団法人

（その後公益認定申請し、公益財団法人へ移行予定）を予定して

おり、当該法人を排出油等の防除に関する業務等を実施する法人

として海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和４５年

法律第１３６号）で指定する予定 
 

２ 組織形態の移行に伴い、センターが有する不動産（防災訓練所、

消防演習場）及び船舶（消防船２隻、防災訓練船２隻）を新組織

（以下「新センター」という。）に移行する際、登記時に課せられ

る登録免許税について非課税措置を要望する。 
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⑴ 政策目的 
独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月２４日閣議決

定）に基づき、センターの一般財団法人化を円滑に行い、民による

公益の増進を図る。 

 

⑵ 施策の必要性 
新センターでは、我が国の海上防災体制の一翼を担う中核組織と

して、大規模な排出油等の防除措置をはじめ、公益性の高い業務を

実施する予定であるが、組織形態の円滑な移行を図るため、登録免

許税を非課税とする必要がある。 

 

⑶ 要望の措置の妥当性 

 ① 租税特別措置等の背景にある政策に今日的な「合理性」が認め

られるか 

   組織形態の見直しにより、機動的・効率的な環境防災体制の充

実が図られる。 

② 租税特別措置等の政策実現に向けた手段としての「有効性」が

認められるか 

承継時における登録免許税の非課税措置により、組織形態の円

滑な移行を図ることができる。 
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 ③ 租税特別措置等に補助金等他の政策手段と比して「相当性」が

認められるか 

   組織形態見直しに伴い生ずる費用を免ずることを目的とするも

のであるため、非課税措置が相当である。 

政策評価体  

系における   

位 置 付 け 

（政策目標） 

２ 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現 

（施策目標） 

４ 海洋・沿岸域環境や港湾空間の保全・再生・形成、海洋廃棄物処

理、海洋汚染防止を推進する 
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